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新経済学部特別プログラムに関する内規 

                                制  定 2025年11月20日 

                                     新経済学部教授会 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、成蹊大学経済学部規則（以下「規則」という。）第５条の２第２項の規定に基づき、

特別プログラム（以下「プログラム」という。）に関し必要な事項を定める。 

（プログラムの種別、修了要件等） 

第２条 設置するプログラムの種別、各プログラムの授業科目、修了要件等は、別表に掲げるとおりと

する。 

（定員） 

第３条 プログラムの定員は、各 15 名とする。ただし、教授会が教育上必要と認めるときは、定員を変

更することができる。 

（登録及び選考） 

第４条 プログラムの登録を希望する者は、希望するプログラムを一つ定め、１年次終了時までに、所

定の手続により登録を行わなければならない。 

２ プログラムの登録を希望する者は、教授会の定める方法による選考を受けなければならない。 

（プログラムの変更） 

第５条 原則として、前条の登録後の他のプログラムへの変更は、これを認めない。 

（登録の抹消） 

第６条 プログラムに登録している者が、２年次終了時において、各プログラムが指定する「ゼミナー

ル科目」の単位（２科目４単位）を修得していない場合は、登録を抹消する。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を抹消しない。 

（１）休学等の理由により、２年次前期から履修登録を行わない場合 

（２）病気等特段の事情があると教授会が認めた場合 

（卒業に必要な修得単位数への算入） 

第７条 別表に定める授業科目の履修により修得した単位は、規則の定めるところにより、卒業に必要

な修得単位数に算入することができる。 

２ 前条の規定によりプログラム登録を抹消された場合、既に修得した「ゼミナール科目」の単位（１

科目２単位）は、自己設計科目に算入する。 

（プログラム修了証） 

第８条 プログラムの修了要件を満たした者には、その事実を証明する修了証を授与する。 

（内規の改廃） 

第９条 この内規の改廃は、教授会の議を経て、学部長が行う。 

   附 則（2025 年 11 月 20 日制定） 

 この内規は、2026 年４月１日から施行し、2026 年度以降の入学者から適用する。 
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別表（第２条関係） 

 

（注）○印の数字は、当該科目の単位数を表す。 

プログラム 科目区分 

１年次 ２年次 ３年次 ４年次 

修了に 

必要な 

単位数 

修了に 

必要なＰ１

（注）

 

第1 第2 第3 第4 第5 第6 第7 第8 

フィールド

ワーク 

プログラム 

ゼ

ミ

ナ

䤀

ル

科

目 

フィー

ルドワ

ークプ

ログラ

ム科目 

必修 

  フィールドワークⅠ② 

４ 

８ 

24 

   フィールドワークⅡ② 

地

域

・

グ

ロ

䤀

バ

ル

研

究

科

目 

地域コ

ミュニ

ティ経

済科目 

選択 

 フィールドワークの技法② 

 

  

社会調査の技法② 地域研究法② 

コミュニティ研究ゼミナール② 

情報分析 

プログラム 

ゼ

ミ

ナ

䤀

ル

科

目 

情報分

析プロ

グラム

科目 

必修 

  情報分析演習Ⅰ② 

４ 

８    情報分析演習Ⅱ② 

基

盤

科

目 

基盤Ⅱ 選択   

中級経済数学② 中級計量経済学② 

応用計量経済学② 

 

（注）成蹊大学学則第 39 条第４項に定める各授業科目の評価点（Ｓに 4.0、Ａに 3.0、Ｂに 2.0、Ｃに

1.0、Ｆに０を与える。）にその単位数を乗じて得た積の合計をＰ１とする。 

 




